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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

個人情報ファイル簿（単票）

令和３年度避難行動要支援者名簿（事前提供用）

さいたま市長

総務局危機管理部防災課

介護保険の要介護認定を受けている者及び各種障害者手帳の交
付を受けている者等の情報を、避難行動要支援者名簿（事前提
供用）に一元的に登録し、所在を把握することにより、高齢者
のみ世帯、障害者の名簿を自主防災組織（自治会）、民生・児
童委員に提供し、地域で支援を行うために利用する。

１宛名番号、２No.、３氏名、４フリガナ、５生年月日、６年
齢、７性別、８住所、９方書、１０電話番号、１１避難支援を
必要とする理由（令和３年５月２０日現在）、１２組織No.、
１３R３民生委員、１４同意、１５R３自治会コード、１６R３
自治会、１７自主防災組織、１８R３民生地区、１９自治体
コード−CH、２０現住所町名コード−CH、２１拡張町コード
−CH、２２現住所番地コード−NC、２３現住所枝番コード−
NC、２４現住所小枝番コード−NC、２５区名、２６住所漢
字ーNC、２７現住所−NC、２８障害フラグ

避難行動要支援者名簿（全体用名簿）に掲載されている者のう
ち、平常時から自主防災組織（自治会）、民生・児童委員に提
供することを同意した者。また、避難行動要支援者名簿（全体
用名簿）の掲載要件に該当しないが、掲載を希望した者

本人または代理人

含む
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記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.lg.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

自主防災組織（自治会）、民生・児童委員

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：防災課（事務番号1983「避
難行動要支援者名簿提供事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤６−４−４

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

https://www.city.saitama.lg.jp/00
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

１宛名番号、２No.、３氏名、４フリガナ、５生年月日、６年
齢、７性別、８住所、９方書、１０電話番号、１１避難支援等
を必要とする理由（令和４年５月２０日現在）、１２組織No.、
１３R４民生委員、１４同意、１５R４自治会コード、１６R４
自治会コード、１７自主防災組織、１８R４民生地区、１９宛
名番号−CH、２０漢字氏名−CH、２１カナ氏名−NC、２２外
国人通称名ーNC、２３外国人カナ通称名ーNC、２４自治体
コード−CH、２５現住所町名コード−CH、２６拡張町コード
−CH、２７現住所番地コード−NC、２８現住所枝番コード−
NC、２９現住所小枝番コード−NC、３０現住所枝番３コード
−NC、３１番地完全複合コード、３２現住所郵便番号−CH、
３３住所漢字−NC、３４現住所−NC、３５現住所方書−NC、
３６削除日−CH、３７削除届出日−CH、３８現住所異動事由
コード−CH、３９生年月日−CH、４０性別−CH、４１障害フ
ラグ

避難行動要支援者名簿（全体用名簿）に掲載されている者のう
ち、平常時から自主防災組織（自治会）、民生・児童委員に提
供することを同意した者。また、避難行動要支援者名簿（全体
用名簿）の掲載要件に該当しないが、掲載を希望した者。

個人情報ファイル簿（単票）

令和４年度避難行動要支援者名簿（事前提供用）

さいたま市長

総務局危機管理部防災課

介護保険の要介護認定を受けている者及び各種障害者手帳の交
付を受けている者等の情報を、避難行動要支援者名簿（事前提
供用）に一元的に登録し、所在を把握することにより、高齢者
のみ世帯、障害者の名簿を自主防災組織（自治会）、民生・児
童委員に提供し、地域で支援を行う。
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記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.lg.jp/00
6/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：防災課（事務番号1983「避
難行動要支援者名簿提供事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤６−４−４

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

本人または代理人

含む

自主防災組織（自治会）、民生・児童委員

https://www.city.saitama.lg.jp/00
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.lg.jp/0
06/008/001/004/p079936.html

個人情報ファイル簿（単票）

令和元年東日本台風罹災証明書発行情報

さいたま市長

総務局危機管理部防災課

令和元年東日本台風の際に家屋等の被害を受けた世帯の被災
状況等を把握するために利用する。

１災害名称、２発行番号、３発行日、４申請者住所、５申請
者氏名、６罹災者氏名、７罹災場所住所、８世帯人員、９調
査票番号、１０調査日、１１被災種別、１２調査結果、１３
調査回数、１４発行枚数、１５住民情報、１６家屋情報、１
７備考

罹災証明書の発行を行った者

罹災証明書の発行に伴う家屋被害認定調査の記録

含まない

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

https://www.city.saitama.lg.jp/0
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訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当する
ファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地
行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

―

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：防災課（事務番号1394
「罹災証明書・被災届出受理証発行事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9586さいたま市浦和区常盤6−4−4

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
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様式第４号（第５−４−(1)関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

個人情報ファイル簿（単票）

令和５年度避難行動要支援者名簿（事前提供用）

さいたま市長

総務局危機管理部防災課

介護保険の要介護認定を受けている者及び各種障害者手帳
の交付を受けている者等の情報を、避難行動要支援者名簿
（事前提供用）に一元的に登録し、所在を把握することに
より、高齢者のみ世帯、障害者の名簿を自主防災組織（自
治会）、民生・児童委員に提供し、地域で支援を行うため
に利用する。
１宛名番号、２No.、３氏名、４フリガナ、５生年月日、
６年齢、７性別、８住所、９方書、１０電話番号、１１避
難支援等を必要とする理由（令和５年５月２０日現在）、
１２組織No.、１３R５民生委員、１４同意、１５R５自治
会コード、１６R５自治会コード、１７自主防災組織、１
８R４民生地区、１９宛名番号−CH、２０漢字氏名−CH、
２１カナ氏名−NC、２２外国人通称名ーNC、２３外国人
カナ通称名ーNC、２４自治体コード−CH、２５現住所町
名コード−CH、２６拡張町コード−CH、２７現住所番地
コード−NC、２８現住所枝番コード−NC、２９現住所小
枝番コード−NC、３０現住所枝番３コード−NC、３１番
地完全複合コード、３２現住所郵便番号−CH、３３住所漢
字−NC、３４現住所−NC、３５現住所方書−NC、３６削
除日−CH、３７削除届出日−CH、３８現住所異動事由
コード−CH、３９生年月日−CH、４０性別−CH、４１障
害フラグ

避難行動要支援者名簿（全体用名簿）に掲載されている者
のうち、平常時から自主防災組織（自治会）、民生・児童
委員に提供することを同意した者。また、避難行動要支援
者名簿（全体用名簿）の掲載要件に該当しないが、掲載を
希望した者。
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記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称） 各区役所情報公開コーナー

（所在地）
ホームページ参照
https://www.city.saitama.lg.jp/0
06/008/001/004/p079936.html

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等

令第21条第7項に該当す
るファイルの有無

無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備   考

本人または代理人

含む

自主防災組織（自治会）、民生・児童委員

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

関連する個人情報取扱事務の情報：防災課（事務番号1983
「避難行動要支援者名簿提供事務」）

該当

（名 称）さいたま市総務局総務部行政透明推進課
（所在地）〒330-9588さいたま市浦和区常盤６−４−４

―

―

―

―

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

https://www.city.saitama.lg.jp/0

